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(57)【要約】
【課題】超音波診断装置において組織の弾性に係る診断
情報を得る改良技術を提供する。
【解決手段】変位計測部３０は、プローブ１０を利用し
て被検体内の断面から得られる受信データに基づいて、
被検体内における組織の変位情報を得る。組織診断部４
０は、変位情報に基づいて被検体内における組織の弾性
に係る診断情報を得る。安定指標演算部５０は、プロー
ブ１０を利用して被検体内の断面から得られる複数のフ
レームデータのうち、互いに異なるフレームデータ同士
の比較結果に基づいて、断面の安定度に係る安定指標を
得る。そして、指標画像形成部５２は、安定指標に基づ
いて当該安定指標を視覚的に示した指標画像を形成する
。形成された指標画像は、表示部６２に表示される。
【選択図】図１



(2) JP 2015-177883 A 2015.10.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受するプローブと、
　前記プローブを利用して被検体内の断面から得られる受信データに基づいて、被検体内
における組織の変位情報を得る変位計測部と、
　前記変位情報に基づいて被検体内における組織の弾性に係る診断情報を得る組織診断部
と、
　前記プローブを利用して被検体内の断面から得られる複数のフレームデータのうち、互
いに異なるフレームデータ同士の比較結果に基づいて、当該断面の安定度に係る安定指標
を得る安定指標演算部と、
　前記安定指標に基づいて当該安定指標を視覚的に示した指標画像を形成する指標画像形
成部と、
　を有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記プローブから超音波のプッシュパルスを送波して被検体内にせん断波を発生させ、
前記プローブから超音波のトラッキングパルスを送波して被検体内における組織の変位情
報を得る機能を備え、
　前記変位計測部は、超音波のトラッキングパルスを利用して被検体内の断面から得られ
る受信データに基づいて、超音波のプッシュパルスにより発生するせん断波に伴う被検体
内における組織の変位を計測し、
　前記組織診断部は、計測された組織の変位に基づいて、前記診断情報として、被検体内
におけるせん断波の速度を算出し、
　前記安定指標演算部は、超音波を走査することにより被検体内の断面から得られる互い
に異なるフレームデータ同士の比較結果に基づいて前記安定指標を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、被検体内の断面に対して設定された関心領域内における前記安
定指標を算出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置において、
　超音波のプッシュパルスが送波されるビーム経路と超音波のトラッキングパルスが送波
されるビーム経路のうちの少なくとも一方のビーム経路が含まれるように前記関心領域が
設定される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の超音波診断装置において、
　前記関心領域が複数の部分領域で構成され、
　前記安定指標演算部は、前記関心領域内の各部分領域ごとに前記安定指標を算出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の超音波診断装置において、
　前記各部分領域ごとに算出される安定指標に基づいて、前記複数の部分領域の中から安
定度の基準を満たす安定部分領域を選択し、当該安定部分領域内でせん断波に伴う組織の
変位を計測する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
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　請求項３または４に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、前記関心領域内の複数箇所において各箇所ごとに前記安定指標
を算出し、複数箇所において算出される複数の安定指標に係る分布情報を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　複数時相に亘って各時相ごとに前記安定指標を算出し、当該安定指標に基づいて断面が
安定した時相を確認し、断面が安定した時相において超音波のプッシュパルスとトラッキ
ングパルスを送波してせん断波に伴う組織の変位を計測する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記指標画像形成部は、前記指標画像として、複数時相に亘って各時相ごとに得られる
前記安定指標を示したグラフを形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、前記安定指標として、互いに異なるフレームデータ間の相関値
を算出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、前記安定指標として、互いに異なるフレームデータ間の変位ベ
クトルを算出し、
　被検体内の断面に係る超音波画像上に前記変位ベクトルが表示される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、前記安定指標として、互いに異なるフレームデータ間のひずみ
又は弾性の値を算出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　被検体内の断面に係る断層画像と、被検体の断面内における弾性情報を視覚的に示した
弾性画像と、前記安定指標を視覚的に示した指標画像と、を同時に表示する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１４】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　被検体内の断面に係る断層画像に、前記安定指標を視覚的に示した指標画像を加えた表
示モードと、
　被検体内の断面に係る断層画像と被検体の断面内における弾性情報を視覚的に示した弾
性画像に、前記安定指標を視覚的に示した指標画像を加えた表示モードと、
　を含む互いに異なる複数の表示モードにより、同じ安定指標を表示する機能を備える、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、組織の弾性に係る診断情報を得る技術に関す
る。
【背景技術】
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【０００２】
　超音波診断装置において、組織の弾性に係る診断情報を得る技術が知られている。例え
ば、被検体の体表から被検体内の組織を圧迫し、その圧迫により生じる組織のひずみを超
音波で計測することにより、組織の弾性に係る診断情報を得るエラストグラフィが知られ
ている。
【０００３】
　また、特許文献１には、超音波のプッシュパルスにより被検体内に生じるせん断波（シ
ェアウェイブ「ShearWave」）の伝播速度を計測し、その伝播速度から組織の弾性に係る
診断情報を得る技術が記載されている。
【０００４】
　さらに、特許文献２に記載されるＡＲＦＩ(Acoustic Radiation Force Imaging)や、非
特許文献１に記載されるＳＳＩ(Supersonic Shear Imaging)などの技術も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１００９９７号公報
【特許文献２】米国特許第６７６４４４８号明細書
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】M.Tanter他、Ultrasound　in　Med.&Biol.、Vol.34、No.9、pp.1373-13
86、2008.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　組織のひずみを計測するエラストグラフィは、肝臓などのように手動で圧迫することが
難しい部位においては、計測精度を向上することが難しい。そのため、例えば肝臓などか
ら弾性に係る診断情報を得るための計測として、シェアウェイブを利用した計測に期待が
寄せられている。ところが、シェアウェイブを利用した計測は、被検体の体動（呼吸など
）やプローブの姿勢の不安定さ（位置や角度のずれ）に伴う断面ずれに大きな影響を受け
てしまい、安定した診断情報を得ることが容易ではない。
【０００８】
　こうした背景技術に鑑み、本願の発明者は、超音波診断装置により組織の弾性に係る診
断情報を得る技術について研究開発を重ねてきた。
【０００９】
　本発明は、その研究開発の過程において成されたものであり、その目的は、超音波診断
装置において組織の弾性に係る診断情報を得る改良技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的にかなう好適な超音波診断装置は、超音波を送受するプローブと、前記プロー
ブを利用して被検体内の断面から得られる受信データに基づいて、被検体内における組織
の変位情報を得る変位計測部と、前記変位情報に基づいて被検体内における組織の弾性に
係る診断情報を得る組織診断部と、前記プローブを利用して被検体内の断面から得られる
複数のフレームデータのうち、互いに異なるフレームデータ同士の比較結果に基づいて、
当該断面の安定度に係る安定指標を得る安定指標演算部と、前記安定指標に基づいて当該
安定指標を視覚的に示した指標画像を形成する指標画像形成部と、を有することを特徴と
する。
【００１１】
　一般に、超音波に係るデータが得られる断面は、被検体の体動（呼吸など）やプローブ
の姿勢の不安定さ（位置や角度のずれ）などの影響により、被検体内の一定の位置に固定
しておくことが難しく、ずれてしまう可能性がある。つまり断面の位置や向きがずれてし
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まう可能性がある。
【００１２】
　上記装置において、断面の安定度に係る安定指標とは、断面の位置や向き等のずれ具合
に応じた指標であり、例えば、ずれ具合が大きいほど安定度が低く（小さく）、ずれ具体
が小さいほど安定度が高い（大きい）ことを示す安定指標が望ましい。具体的には、例え
ば、互いに異なるフレームデータ間の相関値や変位ベクトル等を安定指標とすることがで
きる。もちろん、安定指標はこれらの具体例に限定されない。
【００１３】
　上記装置によれば、断面の安定指標を視覚的に示した指標画像が形成されるため、例え
ば、医師等のユーザが指標画像を見て断面の安定度を確認し、断面が安定している状態で
組織の弾性に係る診断情報を得ることにより、比較的容易に安定した診断情報を得ること
が可能になる。
【００１４】
　望ましい具体例において、前記プローブから超音波のプッシュパルスを送波して被検体
内にせん断波を発生させ、前記プローブから超音波のトラッキングパルスを送波して被検
体内における組織の変位情報を得る機能を備え、前記変位計測部は、超音波のトラッキン
グパルスを利用して被検体内の断面から得られる受信データに基づいて、超音波のプッシ
ュパルスにより発生するせん断波に伴う被検体内における組織の変位を計測し、前記組織
診断部は、計測された組織の変位に基づいて、前記診断情報として、被検体内におけるせ
ん断波の速度を算出し、前記安定指標演算部は、超音波を走査することにより被検体内の
断面から得られる互いに異なるフレームデータ同士の比較結果に基づいて前記安定指標を
得る、ことを特徴とする。
【００１５】
　望ましい具体例において、前記安定指標演算部は、被検体内の断面に対して設定された
関心領域内における前記安定指標を算出する、ことを特徴とする。
【００１６】
　望ましい具体例において、超音波のプッシュパルスが送波されるビーム経路と超音波の
トラッキングパルスが送波されるビーム経路のうちの少なくとも一方のビーム経路が含ま
れるように前記関心領域が設定される、ことを特徴とする。
【００１７】
　望ましい具体例において、前記関心領域が複数の部分領域で構成され、前記安定指標演
算部は、前記関心領域内の各部分領域ごとに前記安定指標を算出することを特徴とする。
【００１８】
　望ましい具体例において、前記超音波診断装置は、前記各部分領域ごとに算出される安
定指標に基づいて、前記複数の部分領域の中から安定度の基準を満たす安定部分領域を選
択し、当該安定部分領域内でせん断波に伴う組織の変位を計測する、ことを特徴とする。
【００１９】
　望ましい具体例において、前記安定指標演算部は、前記関心領域内の複数箇所において
各箇所ごとに前記安定指標を算出し、複数箇所において算出される複数の安定指標に係る
分布情報を得る、ことを特徴とする。
【００２０】
　望ましい具体例において、前記超音波診断装置は、複数時相に亘って各時相ごとに前記
安定指標を算出し、当該安定指標に基づいて断面が安定した時相を確認し、断面が安定し
た時相において超音波のプッシュパルスとトラッキングパルスを送波してせん断波に伴う
組織の変位を計測する、ことを特徴とする。
【００２１】
　望ましい具体例において、前記指標画像形成部は、前記指標画像として、複数時相に亘
って各時相ごとに得られる前記安定指標を示したグラフを形成する、ことを特徴とする。
【００２２】
　望ましい具体例において、前記安定指標演算部は、前記安定指標として、互いに異なる



(6) JP 2015-177883 A 2015.10.8

10

20

30

40

50

フレームデータ間の相関値を算出する、ことを特徴とする。
【００２３】
　望ましい具体例において、前記安定指標演算部は、前記安定指標として、互いに異なる
フレームデータ間の変位ベクトルを算出し、被検体内の断面に係る超音波画像上に前記変
位ベクトルが表示される、ことを特徴とする。
【００２４】
　望ましい具体例において、前記安定指標演算部は、前記安定指標として、互いに異なる
フレームデータ間のひずみ又は弾性の値を算出する、ことを特徴とする。
【００２５】
　望ましい具体例において、前記超音波診断装置は、被検体内の断面に係る断層画像と、
被検体の断面内における弾性情報を視覚的に示した弾性画像と、前記安定指標を視覚的に
示した指標画像と、を同時に表示する、ことを特徴とする。
【００２６】
　望ましい具体例において、前記超音波診断装置は、被検体内の断面に係る断層画像に、
前記安定指標を視覚的に示した指標画像を加えた表示モードと、被検体内の断面に係る断
層画像と被検体の断面内における弾性情報を視覚的に示した弾性画像に、前記安定指標を
視覚的に示した指標画像を加えた表示モードと、を含む互いに異なる複数の表示モードに
より、同じ安定指標を表示する機能を備える、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明により、超音波診断装置において組織の弾性に係る診断情報を得る改良技術が提
供される。例えば、本発明の好適な態様によれば、断面の安定指標を視覚的に示した指標
画像が形成されるため、医師等のユーザが指標画像を見て断面の安定度を確認し、断面が
安定している状態で組織の弾性に係る診断情報を得ることにより、比較的容易に安定した
診断情報を得ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成を示す図である。
【図２】せん断波の発生と計測の具体例を説明するための図である。
【図３】断面の安定指標と指標画像の具体例を示す図である。
【図４】断面の安定指標が得られる関心領域（ＲＯＩ）の変形例を示す図である。
【図５】断面の安定指標に関する他の好適な具体例を説明するための図である。
【図６】せん断波速度計測の具体例を示すフローチャートである。
【図７】せん断波速度計測における送受信タイミングの具体例を示す図である。
【図８】断面の安定指標として変位ベクトルを利用した具体例を示す図である。
【図９】変位ベクトルに基づいた指標画像の具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成を示す図である。プロ
ーブ１０は、例えば生体などの被検体に対して超音波を送受する超音波探触子である。プ
ローブ１０は、各々が超音波を送受または送波する複数の振動素子を備えており、複数の
振動素子が送信部１２により送信制御されて送信ビームが形成される。
【００３０】
　また、プローブ１０が備える複数の振動素子が、被検体内から超音波を受波し、これに
より得られた受波信号が受信部１４へ出力され、受信部１４が受波信号に基づいて受信ビ
ームを形成し、受信ビームに沿って受信データ（例えばＲＦ信号データ）が収集される。
【００３１】
　プローブ１０は、被検体内の断面からフレームデータを得るための超音波（通常パルス
）を送受する機能と、被検体内においてせん断波を発生させる超音波（プッシュパルス）
を送波する機能と、せん断波を計測する超音波（トラッキングパルス）を送受する機能を
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備えている。
【００３２】
　フレームデータを得る場合、送信部１２は、通常パルスの送信信号をプローブ１０が備
える複数の振動素子へ出力し、通常パルスの送信ビームを形成して送信ビームを走査する
ようにプローブ１０を送信制御する。また、受信部１４は、プローブ１０が通常パルスの
超音波を送受することにより複数の振動素子から得られる受波信号に対して、整相加算処
理等を施すことにより、通常パルスの送信ビームに対応した受信ビームを形成し、受信ビ
ームに沿って受信データ（例えばＲＦ信号データ）を得る。通常パルスの超音波ビーム（
送信ビームと受信ビーム）は、被検体の断面内において走査され、その断面内から収集さ
れる受信データによりフレームデータが形成される。こうして、複数時相に亘って各時相
ごとに次々にフレームデータが得られる。
【００３３】
　せん断波を発生させる場合、送信部１２は、プッシュパルスの送信信号をプローブ１０
が備える複数の振動素子へ出力し、プッシュパルスの送信ビームを形成するようにプロー
ブ１０を送信制御する。また、せん断波を計測する場合、送信部１２は、トラッキングパ
ルスの送信信号をプローブ１０が備える複数の振動素子へ出力し、トラッキングパルスの
送信ビームを形成するようにプローブ１０を送信制御する。そして、受信部１４は、プロ
ーブ１０がトラッキングパルスを送受することにより複数の振動素子から得られる受波信
号に対して、整相加算処理等を施すことにより、トラッキングパルスの受信ビームを形成
し、受信ビームに沿って受信データ（例えばＲＦ信号データ）を得る。
【００３４】
　断層画像形成部２０は、受信部１４から得られる複数時相のフレームデータに基づいて
超音波の断層画像データを形成する。断層画像形成部２０は、受信データで構成されるフ
レームデータに対し、必要に応じて、ゲイン補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調、フィルタ
処理等の信号処理を行うことにより、断層画像データとして、例えば被検体内の断面にお
けるＢモード画像の画像データを形成する。なお、断層画像形成部２０は、複数時相（複
数フレーム）の断層画像データを記憶するフレームメモリを備えていることが望ましい。
【００３５】
　データ選択部１６は、受信部１４から得られるデータ（受信データまたは受信データで
構成されるフレームデータ）を記憶し、記憶されたデータ群から少なくとも２つ（一組）
のデータを選択する。例えば、データ選択部１６は、受信部１４から時系列順に、すなわ
ち画像のフレームレートに応じて順次生成される複数時相のフレームデータを次々に記憶
し、記憶されたＮ時相目のフレームデータ（Ｎ）を第１のデータとして選択すると共に、
時間的に過去に記憶されたフレームデータ群（Ｎ－１，Ｎ－２，Ｎ－３，・・・，Ｎ－Ｍ
）の中から１つのフレームデータ（Ｘ）を選択する。なお、Ｎ、Ｍ、Ｘは、フレームデー
タに付されたインデックス番号（フレーム番号）であり、自然数とする。データ選択部１
６は、複数時相に亘って各時相ごとに一組のデータを選択する。
【００３６】
　変位計測部３０は、複数時相に亘って各時相ごとに選択される一組のデータ、つまり互
いに異なる時相に対応した２つのデータ（受信データまたは受信データで構成されるフレ
ームデータ）に基づいて、被検体内における組織の変位を計測する。
【００３７】
　具体例を説明すると、変位計測部３０は、データ選択部１６において選択されたフレー
ムデータ（Ｎ）とフレームデータ（Ｘ）に対して、１次元または２次元の相関演算処理を
行うことにより、フレームデータ内つまり断層画像内の各計測点ごとに、その計測点にお
ける組織の変位を示す変位ベクトル、すなわち変位の方向と大きさに関する１次元または
２次元の変位ベクトルを導出し、これにより、断層画像内の複数の計測点における変位ベ
クトルの分布を得る。変位ベクトルを導出するにあたっては、例えば、ブロックマッチン
グ法や位相勾配法などが利用される。
【００３８】
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　ブロックマッチング法においては、フレームデータ内つまり断層画像内が、縦方向に数
画素かつ横方向に数画素からなる各ブロックにより、複数のブロックに分けられ、各ブロ
ックごとに、一方のフレームデータ内のブロックに最も類似するブロックが他方のフレー
ムデータ内で探索される。これにより、フレームデータ内の各計測点（各ブロック）ごと
に時相間における変位が算出され、例えば２次元の変位ベクトルが得られる。なお、複数
のブロックの探索結果を参照して、予測符号化すなわち差分により標本値を決定する処理
等を行って、各計測点の変位ベクトルを得るようにしてもよい。
【００３９】
　また、位相勾配法においては、フレームデータを構成する受信データから受信信号の波
の位相情報を得て、時相間における位相情報の変化から受信信号の波の移動量を算出して
フレームデータ内の各計測点の変位を導出することにより、例えば受信ビーム方向の１次
元の又はフレームデータ内における二次元の変位ベクトルを得るようにしてもよい。
【００４０】
　組織診断部４０は、変位情報に基づいて、つまり変位計測部３０における変位の計測結
果に基づいて、被検体内における組織の弾性に係る診断情報を得る。組織診断部４０は、
弾性情報演算部４２と弾性画像形成部４４とせん断波速度演算部４６で構成される。
【００４１】
　弾性情報演算部４２は、変位計測部３０において計測された変位に基づいて、被検体内
における組織の歪み又は弾性率を導出する。弾性情報演算部４２は、例えば、互いに異な
る時相に対応した２つのフレームデータ間で計測された各計測点における変位ベクトルに
基づいて、複数の計測点について各計測点ごとに組織の歪みや弾性率を算出する。また、
弾性情報演算部４２は、複数時相に亘って各時相（各フレーム）ごとに、そのフレーム内
の複数の計測点における組織の歪みや弾性率を算出する。
【００４２】
　弾性情報演算部４２において組織の歪みや弾性率を得る場合には、例えば、プローブ１
０が被検体に押し当てられ、被検体の体表から被検体内の組織が圧迫され、その圧迫によ
る組織の変位が計測される。その際に、図示省略した圧力センサが、プローブ１０の送受
波面と被検体の体表との間の圧力を検出し、図示省略した応力計測部が、圧力センサによ
り検出された圧力に基づいて、被検体内部の各計測点における応力を計測する。
【００４３】
　弾性情報演算部４２は、応力計測部において計測される応力を参照して、各計測点にお
ける組織の弾性率を算出する。歪みのデータは、組織の移動量、例えば変位を空間微分す
ることによって算出される。また、弾性率のデータは、応力の変化を歪みの変化で除する
ことによって算出される。
【００４４】
　例えば、フレームデータ内つまり断層画像内の位置ｘについて、変位計測部３０により
計測された変位をＬ（ｘ）、応力計測部により計測された応力をＰ（ｘ）とすると、歪み
ΔＳ（ｘ）は、Ｌ（ｘ）を空間微分することによって算出することができるから、例えば
「ΔＳ（ｘ）＝ΔＬ（ｘ）／Δｘ」という式を用いて歪みを算出することができる。また
弾性率データのヤング率Ｙｍ（ｘ）は「Ｙｍ（ｘ）＝ΔＰ（ｘ）／ΔＳ（ｘ）」という式
によって導出することができる。例えば、このヤング率Ｙｍから、フレームデータ内つま
り断層画像内の各計測点に相当する組織の弾性率が得られる。なお、ヤング率とは、物体
に加えられた単純引張り応力と、引張りに平行に生じる歪みに対する比である。
【００４５】
　弾性画像形成部４４は、弾性情報演算部４２から得られる組織の弾性に係る診断情報、
つまり、フレームデータ内における各計測点の弾性情報（組織の歪みや弾性率）を示した
弾性フレームデータに基づいて、被検体の断面内における弾性情報を視覚的に示すための
弾性画像を形成する。弾性画像形成部４４は、例えば、フレームメモリと画像処理機能と
を備えており、弾性情報演算部４２から複数の時相に亘って各時相ごとに得られる弾性フ
レームデータをフレームメモリに記憶し、記憶された弾性フレームデータに基づいて画像
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処理を行う。
【００４６】
　例えば、弾性画像形成部４４は、弾性フレームデータの各計測点に対して、その計測点
における弾性情報に応じた色相情報を付与する機能を有しており、弾性フレームデータに
基づいて、各計測点に対して光の３原色である赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）を付した弾
性画像データを形成する。弾性画像形成部４４は、例えば、歪みが大きい弾性データを赤
色コードに変換し、歪みが小さい弾性データを青色コードに変換する。こうして、弾性画
像形成部４４は、複数時相に亘って各時相（各フレーム）ごとに弾性画像データを形成す
る。
【００４７】
　表示画像形成部６０は、フレームメモリと画像処理機能と画像選択機能を備えており、
例えば、αブレンディングに代表されるような手法により、断層画像と弾性画像の合成画
像、断層画像と時間ばらつき画像の合成画像等を形成する。表示画像形成部６０は、断層
画像形成部２０から得られる断層画像データと、弾性画像形成部４４から得られる弾性画
像データを、フレームメモリに記憶する。
【００４８】
　また、表示画像形成部６０は、フレームメモリに記憶された断層画像データと弾性画像
データとを、必要に応じて合成割合を変更するなどして合成して、合成画像を生成する機
能を備えている。合成画像の各画素の輝度情報と色相情報は、それぞれ、合成される画像
の各情報を合成割合で加算したものとなる。例えば、断層画像データの輝度情報と弾性画
像データの色相情報を、合成割合に応じて重みづけ加算することにより、合成画像の輝度
情報と色相情報が得られる。
【００４９】
　さらに、表示画像形成部６０は、フレームメモリ内の断層画像データと弾性画像データ
とこれらを合成した合成画像データのうちから表示画像を選択する。こうして選択された
表示画像が表示部６２に表示される。なお、表示画像形成部６０は、制御部８０による制
御に応じて、例えば、操作部７０を介してユーザから入力される画像表示条件等に基づい
て、表示画像に対して表示処理を施す機能も備えている。
【００５０】
　せん断波速度演算部４６は、プローブ１０から送波されるプッシュパルスにより被検体
内に発生するせん断波の速度情報を導出する。せん断波の速度情報を得る場合、送信部１
２は、プッシュパルスの送信信号をプローブ１０が備える複数の振動素子へ出力し、これ
により、プッシュパルスの送信ビームが形成される。また、送信部１２は、トラッキング
パルスの送信信号をプローブ１０が備える複数の振動素子へ出力し、これにより、トラッ
キングパルスの送信ビームが形成される。そして、受信部１４は、トラッキングパルスの
受信ビームを形成し、その受信ビームに沿って受信データを得る。受信部１４において得
られたトラッキングパルスの受信データは、データ選択部１６を介して変位計測部３０へ
送られる。
【００５１】
　図２は、せん断波の発生と計測の具体例を説明するための図である。図２には、プロー
ブ１０を利用して形成されるプッシュパルスの送信ビームＰと、トラッキングパルスの超
音波ビームＴ１，Ｔ２の具体例が図示されている。
【００５２】
　図２において、プッシュパルスの送信ビームＰは、Ｘ軸方向の位置ｐを通るように深さ
Ｙ軸方向に沿って形成される。例えば、図２に示すＸ軸上の位置ｐを焦点としてプッシュ
パルスの送信ビームＰが形成される。位置ｐは、例えば、表示部６２に表示される被検体
断面の断層画像を確認したユーザ（検査者）により、所望の位置に設定される。
【００５３】
　位置ｐを焦点としてプッシュパルスの送信ビームＰが形成されてプッシュパルスが送波
されると、位置ｐを起点として比較的強いせん断波が発生する。図２には、位置ｐを中心
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として発生するせん断のＸ軸方向における伝搬速度の計測例が図示されている。
【００５４】
　図２において、トラッキングパルスの２本の超音波ビームＴ１，Ｔ２が形成される。超
音波ビーム（送信ビームと受信ビーム）Ｔ１は、例えば図２に示すＸ軸上の位置ｘ１を通
るように形成され、超音波ビーム（送信ビームと受信ビーム）Ｔ２は、例えば図２に示す
Ｘ軸上の位置ｘ２を通るように形成される。位置ｘ１と位置ｘ２は、例えば、表示部６２
に表示される被検体断面の断層画像を確認したユーザ（検査者）により所望の位置に設定
されてもよいし、位置ｐからＸ軸方向に沿って所定の距離だけ離れた個所に位置ｘ１と位
置ｘ２が設定されてもよい。
【００５５】
　図１に戻り、変位計測部３０は、データ選択部１６から得られる受信データ、つまりト
ラッキングパルスの超音波ビームＴ１（図２）の受信データと超音波ビームＴ２（図２）
の受信データに基づいて、位置ｘ１，ｘ２（図２）における変位を計測する。
【００５６】
　せん断波速度演算部４６は、例えば、位置ｐにおいて発生したせん断波の影響により、
位置ｘ１における組織の変位が最大となる時刻ｔ１と、位置ｘ２における組織の変位が最
大となる時刻ｔ２と、位置ｘ１と位置ｘ２の距離Δｘ（図２）と、に基づいて、せん断波
のＸ軸方向の伝搬速度Ｖｓ＝Δｘ／（ｔ２－ｔ１）を算出する。なお、せん断波の伝搬速
度は、他の公知の手法を利用して算出されてもよい。また、せん断波速度演算部４６は、
せん断波の伝搬速度に基づいて、せん断波が計測された組織の弾性値などを算出してもよ
い。
【００５７】
　表示画像形成部６０は、せん断波速度演算部４６において得られたせん断波の伝搬速度
や組織の弾性値等を表示する表示画像を形成する。その表示画像は、表示部６２に表示さ
れる。
【００５８】
　安定指標演算部５０は、プローブ１０を利用して被検体内の断面から得られる複数のフ
レームデータのうち、データ選択部１６において選択されて変位計測部３０において比較
される、互いに異なるフレームデータ同士の比較結果に基づいて、被検体内の断面の安定
度に係る安定指標を算出する。また、指標画像形成部５２は、安定指標演算部５０におい
て得られた安定指標に基づいて、安定指標を視覚的に示した指標画像を形成する。そして
表示画像形成部６０において指標画像を含む表示画像が形成され、その表示画像が表示部
６２に表示される。断面の安定指標と指標画像については、後に具体例を詳述する。
【００５９】
　操作部７０は、ユーザ（検査者）からの操作を受け付ける機能を備えており、制御部８
０は、図１に示す超音波診断装置内を全体的に制御する。その全体的な制御には、操作部
７０において受け付けたユーザからの操作も反映される。
【００６０】
　図１に示す各構成（符号を付した各部）のうち、送信部１２，受信部１４，データ選択
部１６，断層画像形成部２０，変位計測部３０，弾性情報演算部４２，弾性画像形成部４
４，せん断波速度演算部４６，安定指標演算部５０，指標画像形成部５２，表示画像形成
部６０は、それぞれ、例えば電気電子回路やプロセッサ等のハードウェアを利用して実現
することができ、その実現において必要に応じてメモリ等のデバイスが利用される。表示
部６２の好適な具体例は液晶ディスプレイ等であり、操作部７０は、例えば、マウス、キ
ーボード、トラックボール、タッチペン、ジョイスティック等の操作デバイスで構成され
る。制御部８０は、例えば、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等のハードウェアと、ＣＰＵや
プロセッサの動作を規定するソフトウェア（プログラム）との協働により実現することが
できる。
【００６１】
　図１の超音波診断装置の概要は以上のとおりである。次に、図１の超音波診断装置にお
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いて得られる安定指標と指標画像の具体例について詳述する。なお、図１に示した各構成
（符号を付した各部）については、以下の説明において図１の符号を利用する。
【００６２】
　図３は、断面の安定指標と指標画像の具体例を示す図である。図３には、肝臓内におい
てせん断波の速度を計測する場合の具体例が図示されている。
【００６３】
　図３＜Ａ＞の断層画像２２は、被検体内の断面についての超音波画像（Ｂモード画像）
であり、断層画像形成部２０において形成され、表示画像形成部６０において表示処理を
施されて表示部６２に表示される。図３の具体例において、断層画像２２内には、肝臓の
表面脂肪２４と肝臓実質２５と肝臓腫瘍２６が映し出されている。
【００６４】
　せん断波の速度を計測する場合、例えば、表示部６２に表示される断層画像２２を確認
したユーザ（検査者）により、断層画像２２内に、プッシュパルスの送信ビームの経路を
示すカーソルＣが設定され、さらに、カーソルＣ上にプッシュパルスの焦点位置を示すゲ
ートＧが設定される。
【００６５】
　また、断層画像２２内には、断面の安定指標を演算するための関心領域（ＲＯＩ）も設
定される。関心領域（ＲＯＩ）は、ゲートＧの位置に応じて、例えばゲートＧを取り囲む
ように設定されてもよいし、ユーザにより所望の位置に設定されてもよい。例えば、プッ
シュパルスのビーム経路とトラッキングパルスのビーム経路の少なくとも一方のビーム経
路が含まれるように、関心領域（ＲＯＩ）を設定することが望ましい。断面の安定指標は
関心領域（ＲＯＩ）内のフレームデータに基づいて算出される。
【００６６】
　例えば、変位計測部３０により、断層画像２２内の各計測点３２ごとにフレームデータ
間の相関値が算出される。なお、相関値は、変位が計測される変位計測点（Ｘ１～Ｘｎ，
Ｙ１～Ｙｍ）と同数でもよいし、間引かれた相関画像データから抽出されてもよい。なお
ｎ，ｍはそれぞれ自然数である。
【００６７】
　そして、安定指標演算部５０は、断面の安定指標として、関心領域（ＲＯＩ）内におけ
る相関値を算出する。具体的には、安定指標として、関心領域（ＲＯＩ）内の複数の計測
点３２における相関値r(x)(y)から、例えば、数１式の加算平均、数２式の偏差や加算、
分散等などが算出される。なお、数１式と数２式において、Ｎ，Ｍはそれぞれ自然数であ
る。
【００６８】
【数１】

【数２】

【００６９】
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　指標画像形成部５２は、安定指標演算部５０において算出された断面の安定指標を視覚
的に示した指標画像を形成する。具体的には、安定指標の経時的な変化を示すグラフなど
が形成される。
【００７０】
　図３＜Ｂ＞には、関心領域（ＲＯＩ）内における相関値ｒの経時的な変化を示すグラフ
が図示されている。ユーザ（検査者）は表示部６２に表示されるグラフを見て、断面の安
定性を確認することができる。例えば、グラフから、相関値ｒが閾値Ｔｈを越える、又は
閾値Ｔｈを越えて安定していると判断された時点で、ユーザが操作部７０を利用してプッ
シュパルスの送信タイミングを指示し、せん断波の観測が開始される。また、図３＜Ｃ＞
に示すように、相関値ｒと共に、又は相関値ｒの代わりに、ストレインσの経時的な変化
を示すグラフが形成されて表示されてもよい。
【００７１】
　なお、表示画像形成部６０は、断層画像２２のみを表示部６２に表示させてもよいし、
断層画像２２と弾性画像の合成画像を表示部６２に表示させてもよい。弾性画像を合成す
ることにより、組織ひずみをベースとした画像をターゲットすることができるので、予め
硬さ情報を認識した状態でせん断波速度の観測ができ、より確信度の高い診断に結びつけ
ることが可能である。
【００７２】
　図４は、断面の安定指標が得られる関心領域（ＲＯＩ）の変形例を示す図である。関心
領域（ＲＯＩ）は、複数の部分領域で構成されてもよい。図４の変形例において、関心領
域（ＲＯＩ）は、４つの部分領域で構成されている。図４の変形例は、例えば、血管２７
を含む組織の弾性に係る計測において、断面の安定性を確認するのに好適である。
【００７３】
　安定指標演算部５０は、関心領域（ＲＯＩ）を構成する各部分領域ごとに、断面の安定
指標を算出する。安定指標演算部５０は、例えば、４つの部分領域の各々に対応した４つ
の相関値ｒ１～ｒ４を算出する。
【００７４】
　また、指標画像形成部５２は、各部分領域ごとに安定指標の経時的な変化を示すグラフ
を形成する。例えば、図４＜Ｂ＞に示すように、４つの部分領域に対応した４つの相関値
ｒ１～ｒ４の各々について、経時的な変化を示すグラフを形成する。
【００７５】
　さらに、各部分領域ごとに算出される安定指標に基づいて、複数の部分領域の中から安
定度の基準を満たす安定部分領域を選択し、その安定部分領域内でせん断波に伴う組織の
変位を計測するようにしてもよい。例えば、図４＜Ｂ＞に示す４つの部分領域に対応した
４つの相関値ｒ１～ｒ４のうち、閾値Ｔｈを超える安定した部分領域を選択し、選択した
部分領域内にプッシュパルスとトラッキングパルスを送波して、せん断波の速度計測を行
うようにしてもよい。
【００７６】
　図５は、断面の安定指標に関する他の好適な具体例を説明するための図である。安定指
標として、互いに異なる２フレームデータ間の相関または歪みの値に基づいて、関心領域
（ＲＯＩ）内における左右比、上下比、歪度、尖度などの偏りに係るパラメータを得て、
そのパラメータをグラフ表示するようにしてもよい。
【００７７】
　図５（１）には、関心領域（ＲＯＩ）内における相関値（相関の平均値）の左右比、図
５（２）には、関心領域（ＲＯＩ）内における相関値（相関の平均値）の上下比、に関す
る具体例が図示されている。なお、図５の具体例において、上下は、例えば超音波ビーム
の深さ方向であり、左右は、上下に対して直交する方向である。
【００７８】
　また、図５（３）は、関心領域内における相関値（または歪みの値）の分布に関する歪
度（SKEWNESS）を示しており、図５（４）は、関心領域内における相関値（または歪みの
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値）の分布に関する尖度（KURTOSIS）を示している。
【００７９】
　図６は、せん断波速度計測の具体例を示すフローチャートである。図６には、図１の超
音波診断装置を利用した計測の具体例が図示されている。
【００８０】
　まず、表示画像形成部６０により断層画像を含んだ表示画像が形成されて表示部６２に
表示される（Ｓ６０１）。例えば、断層画像形成部２０において形成された断層画像、ま
たは、断層画像形成部２０において形成された断層画像と弾性画像形成部４４において形
成された弾性画像を合成した合成画像が表示される。
【００８１】
　次に、断層画像を含んだ表示画像内に、プッシュパルスの送信ビームカーソルやフォー
カス位置のゲートが設定される（Ｓ６０２）。なお、この時点において未だプッシュパル
スの送信は行われない。さらに、例えば、ユーザが操作部７０を利用して断面の安定指標
を得るための関心領域（ＲＯＩ）を設定する（Ｓ６０３）。なお、設定された関心領域（
ＲＯＩ）を表示領域としてもよい。例えば、関心領域内の断層画像が拡大表示されてもよ
い。
【００８２】
　関心領域（ＲＯＩ）が設定されると、安定指標演算部５０により断面の安定指標が算出
される（Ｓ６０４）。また、算出された断面の安定指標に基づいて、指標画像形成部５２
により指標画像が形成され、指標画像が表示部６２に表示される。そして、例えばユーザ
が表示部６２に表示される指標画像を見て断面の安定性を確認する（Ｓ６０５）。ユーザ
（検査者）は、安定指標が閾値Ｔｈを越えて断面が安定するまで、プローブ１０や被検体
を固定するように努める。
【００８３】
　例えば、安定指標が閾値Ｔｈを越えて断面が安定すると（Ｓ６０６）、ユーザは、操作
部７０を利用してプッシュパルス送信の指示を入力する。これにより、プッシュパルスが
送信され（Ｓ６０７）、さらに、制御部８０による制御に応じてトラッキングパルスが送
信される（Ｓ６０８）。そして、変位計測部３０において、せん断波に伴う組織の変位が
計測され、せん断波速度演算部４６において、せん断波の伝搬速度が算出される（Ｓ６０
９）。
【００８４】
　図７は、せん断波速度計測における送受信タイミングの具体例を示す図である。断面の
安定指標のグラフ（Ａ）は、断層画像・弾性画像用の送受信（Ｂ）により得られる２フレ
ームデータ間の安定指標に基づいて形成される。断層画像・弾性画像用の送受信（Ｂ）で
は、被検体の断面内において超音波ビーム（送信ビームと受信ビーム）が走査される。例
えば、各送受信期間７０２ごとに一つの時相のフレームデータが形成され、複数の送受信
期間７０２が繰り返されて連続的に複数時相のフレームデータが次々に形成される。
【００８５】
　安定指標のグラフ（Ａ）は、断層画像・弾性画像用の送受信（Ｂ）により得られるフレ
ームデータのフレームレートと同期して更新することが可能である。つまり、断層画像・
弾性画像用の送受信（Ｂ）の各送受信期間７０２ごとに、安定指標のグラフ（Ａ）が時間
軸方向に徐々に伸長される。
【００８６】
　図７において、時刻ｔ１は、安定指標が閾値Ｔｈを超えて断面が安定し始めたと判断さ
れる時刻である。例えば、安定指標が閾値Ｔｈを超えてから所定時間経過した時刻ｔ１に
おいて、制御部８０がプッシュパルス送波（Ｄ）とトラッキングパルス送受波（Ｅ）を開
始するように制御を行ってもよい。これにより、時刻ｔ１直後の期間７０６においてプッ
シュパルスが送波され、さらに、その後の期間７０８においてトラッキングパルスが送受
され、せん断波の速度計測が行われる。なお、せん断波の速度計測が行われた後に、つま
り期間７０８の後に、断層画像・弾性画像用の送受信（Ｂ）を再開し、断面の安定指標を
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得るようにしてもよいし弾性画像を形成してもよい。
【００８７】
　また、制御部８０は、例えば、数３式に示すように、互いに異なる時刻（例えば隣接す
る時相間）における安定指標の差分値（ｒｄｉｆｆ）を算出し、その差分値が閾値以下と
なる時刻において、プッシュパルスを送波するように制御してもよい。
【００８８】
【数３】

【００８９】
　図８は、断面の安定指標として変位ベクトルを利用した具体例を示す図である。既に説
明した図３の具体例では、安定指標として相関値を利用している。図３の具体例と比較し
て大きく異なる点は、図８の具体例において、安定指標として２次元の変位ベクトルＤＶ
を利用している点である。
【００９０】
　変位計測部３０により、例えば各計測点３２ごとに、フレームデータ間における変位が
計測され、安定指標演算部５０により、安定指標として、例えば関心領域（ＲＯＩ）内に
おける２次元の変位ベクトルＤＶが算出される。そして、指標画像形成部５２は、断層画
像２２内に２次元の変位ベクトルＤＶを、例えばいくつかの計測点において矢印で示すこ
とにより、図８＜Ａ＞に示す指標画像を形成する。
【００９１】
　また、２次元の変位ベクトルＤＶから、Ｘ軸方向成分とＹ軸方向成分の２乗和ルート（
それぞれの成分を２乗してから加算した値の平方根）により得られる変位の大きさ（スカ
ラ量）について、例えば関心領域（ＲＯＩ）内における平均値を算出し、図８＜Ｂ＞に示
すように、変位の大きさ（ＲＯＩ内の平均値）の経時的な変化を示すグラフが形成されて
もよい。なお、変位の大きさが閾値Ｔｈよりも小さい場合に断面が安定していると判定さ
れ、変位の大きさが閾値Ｔｈ以上の場合に断面が不安定であると判定される。
【００９２】
　図９は、変位ベクトルに基づいた指標画像の具体例を示す図である。図９には、ＸＹ座
標系内における変位（例えば、関心領域内におけるＸ軸方向の変位平均値とＹ軸方向の変
位平均値）について、経時的な変化、つまり時刻t-3,t-2,t-1,tにおける変化を示す指標
画像が図示されている。指標画像内には、変位が安定か否かを判別するための２次元的な
閾値Ｔｈが表示される。
【００９３】
　図９（１）には、長方形の閾値Ｔｈを示した指標画像２００が図示されている。また、
図９（２）には、円形の閾値Ｔｈを示した指標画像２０２が図示されており、図９（３）
には、三角形の閾値Ｔｈを示した指標画像２０４が図示されている。例えば、図９（１）
に示す長方形の閾値Ｔｈであれば、縦方向（Ｙ軸方向）の変位よりも横方向（Ｘ軸方向）
の変位が厳しく評価されるため、横方向の変位に敏感な計測において好適である。
【００９４】
　図９に例示した変位に係る指標画像２００，２０２，２０４を表示部６２に表示するこ
とにより、例えば、ユーザ（検査者）は、指標画像を確認しつつ変位の軌跡が閾値Ｔｈの
領域内に収まるようにプローブ１０の姿勢（傾きや位置等）を修正すればよいため、プロ
ーブ１０の姿勢をどのように修正すべきかを直感的に確認できる。
【００９５】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
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い範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００９６】
　１０　プローブ、１２　送信部、１４　受信部、２０　断層画像形成部、３０　変位計
測部、４０　組織診断部、４２　弾性情報演算部、４４　弾性画像形成部、４６　せん断
波速度演算部、５０　安定指標演算部、５２　指標画像形成部、６０　表示画像形成部。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月27日(2015.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受するプローブと、
　前記プローブを利用して被検体内の断面から得られる受信データに基づいて、被検体内
における組織の変位情報を得る変位計測部と、
　前記変位情報に基づいて被検体内における組織の弾性に係る診断情報を得る組織診断部
と、
　前記プローブを利用して被検体内の断面から得られる複数のフレームデータのうち、互
いに異なるフレームデータ同士の比較結果に基づいて、当該断面の安定度に係る安定指標
を得る安定指標演算部と、
　前記安定指標に基づいて当該安定指標を視覚的に示した指標画像を形成する指標画像形
成部と、
　を有し、
　複数時相に亘って各時相ごとに前記安定指標を算出し、当該安定指標に基づいて断面が
安定した時相を確認し、断面が安定した時相において超音波のプッシュパルスとトラッキ
ングパルスを送波してせん断波に伴う組織の変位を計測する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記プローブから超音波のプッシュパルスを送波して被検体内にせん断波を発生させ、
前記プローブから超音波のトラッキングパルスを送波して被検体内における組織の変位情
報を得る機能を備え、
　前記変位計測部は、超音波のトラッキングパルスを利用して被検体内の断面から得られ
る受信データに基づいて、超音波のプッシュパルスにより発生するせん断波に伴う被検体
内における組織の変位を計測し、
　前記組織診断部は、計測された組織の変位に基づいて、前記診断情報として、被検体内
におけるせん断波の速度を算出し、
　前記安定指標演算部は、超音波を走査することにより被検体内の断面から得られる互い
に異なるフレームデータ同士の比較結果に基づいて前記安定指標を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、被検体内の断面に対して設定された関心領域内における前記安
定指標を算出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置において、
　超音波のプッシュパルスが送波されるビーム経路と超音波のトラッキングパルスが送波
されるビーム経路のうちの少なくとも一方のビーム経路が含まれるように前記関心領域が
設定される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の超音波診断装置において、
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　前記関心領域が複数の部分領域で構成され、
　前記安定指標演算部は、前記関心領域内の各部分領域ごとに前記安定指標を算出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の超音波診断装置において、
　前記各部分領域ごとに算出される安定指標に基づいて、前記複数の部分領域の中から安
定度の基準を満たす安定部分領域を選択し、当該安定部分領域内でせん断波に伴う組織の
変位を計測する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項３または４に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、前記関心領域内の複数箇所において各箇所ごとに前記安定指標
を算出し、複数箇所において算出される複数の安定指標に係る分布情報を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、前記安定指標として、互いに異なるフレームデータ間の変位ベ
クトルを算出し、
　前記指標画像形成部は、前記安定指標として算出された変位ベクトルに基づいて変位の
経時的な変化を示す指標画像を形成し、当該指標画像内に、変位が安定か否かを判別する
ための２次元的な閾値を表示する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記指標画像形成部は、前記指標画像として、複数時相に亘って各時相ごとに得られる
前記安定指標を示したグラフを形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、前記安定指標として、互いに異なるフレームデータ間の相関値
を算出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、前記安定指標として、互いに異なるフレームデータ間の変位ベ
クトルを算出し、
　被検体内の断面に係る超音波画像上に前記変位ベクトルが表示される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記安定指標演算部は、前記安定指標として、互いに異なるフレームデータ間のひずみ
又は弾性の値を算出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　被検体内の断面に係る断層画像と、被検体の断面内における弾性情報を視覚的に示した
弾性画像と、前記安定指標を視覚的に示した指標画像と、を同時に表示する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１４】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
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　被検体内の断面に係る断層画像に、前記安定指標を視覚的に示した指標画像を加えた表
示モードと、
　被検体内の断面に係る断層画像と被検体の断面内における弾性情報を視覚的に示した弾
性画像に、前記安定指標を視覚的に示した指標画像を加えた表示モードと、
　を含む互いに異なる複数の表示モードにより、同じ安定指標を表示する機能を備える、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
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